
 

茶臼山動物園及び城山動物園管理運営業務仕様書 

 

（ 運営方針）  

第１  動物園の社会的意義（ レク リ エーショ ン、教育、ノ ーマライゼーショ ン、自然保護、

調査研究） を深く 認識し 、 常にその機能を十分発揮し 、 市民サービスの向上と 経費削減

を図るよう 努めるものと する。  

 

（ 委任業務）  

第２  委任業務の範囲は次のと おり と する。  

（ １ ） 動物の展示、 飼育に関すること 。  

（ ２ ） 施設、 付帯施設及び物品の維持に関するこ と 。  

（ ３ ） 入園料及び動物園遊具利用料の徴収及び収納に関するこ と 。  

（ ４ ） 園内の清掃に関するこ と 。  

（ ５ ） 園内の安全、 防火、 防犯に関するこ と 。  

（ ６ ） 園内農業用水路の管理に関すること 。  

（ ７ ） 移動動物園の実施に関すること 。  

（ ８ ） 大型連休中等の無料シャ ト ルバス運行に関すること 。  

（ ９ ） ボロ等の収集運搬及び処理業務に関するこ と 。  

（ 10） 上越市と の連携Ｐ Ｒ 事業に関するこ と 。  

（ 11） 長野市茶臼山動物園整備基金への寄附者（ 茶臼山動物園サポータ ー） への特典・ サ

ービスの提供に関するこ と 。  

（ 12） 城山分園付帯施設（ 城山公園駐車場） を運用するこ と に伴う 城山公園内各施設を含

む城山公園全体の利用に関するマネジメ ント （ 調整、 協議） に関するこ と 。  

（ 13） 城山動物園において、 城山公園駐車場利用者のう ち、 長野市内在住の「 ながの子育

て家庭優待パスポート 」 を提示し た者及び障害者手帳を提示し た者に対し 、 開園時

間内に認証機を使用し て割引認証をするこ と 。 ただし 割引認証について認証機を使

用し ない方式に変更し た場合は、 こ の限り ではない。  

（ 14） その他動物園の管理に関し 、 承認を得て実施する事項。  

 

（ 管理方針）  

第３  動物園及びこ れに付帯する設備並びに備品類についてはその維持管理に留意し 、 そ

の補修、 改修または補充の必要がある時は、 速やかに措置し なければならない。 また、

動物の飼育については特に留意し 、 飼育動物が常に健康的かつ衛生的に管理がなさ れる

よう に努めるものと する。  

 

（ 安全対策）  

第４  動物の脱出防止には万全を期し 、 万一非常事態（ 特定動物の脱出・ 地震・ 火災等）

が発生し た時は、 別に定める「 長野市茶臼山動物園非常事態対策要綱」 に基づき、 第一

に入園者及び住民の安全を確保すると 共に、 早急なる事態の収拾を図るも のと する。  

２  各獣舎の仕様及び人止柵については、「 動物の愛護及び管理に関する法律」を適用する。 

３  遊戯施設の安全点検は、 専門知識を有する者により 定期的に行なう ものと する。 特に

城山分園にあっ ては大型遊具の安全には常に万全を期すも のと し 、 定期点検については

法定検査及びそれと 同等の検査を年２ 回以上行い、検査結果を即時報告するも のと する。

また同遊具に関し ては職員を安全点検に関する講習会に派遣し 、 その者により 自主検査

を月１ 回状況に応じ 行い、 報告するも のと する。  
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（ 業務の範囲）  

第５  指定管理者は清掃・ 警備・ 危機の保守等、 個別の業務を第三者に委託するこ と はで

きるが、 施設管理に係る業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し 又は請負わせるこ

と はできないものと する。  

（ 入園の制限）  

第６  長野市都市公園条例（ 以下｢条例｣と いう 。） 第５ 条８ 号に該当する者の他、 次の各号

のひと つに該当する者に対し ては入園を拒み、 又は退園をさ せるこ と ができるも のと す

る。  

（ １ ）  金品を募集し 、 または許可なく 物品を販売する者。  

（ ２ ）  他の入園者に迷惑を及ぼし 、 又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者。 

（ ３ ）  他の入園者に危害を加え、又は動物園の設備、器具若し く は展示物を損傷するおそ

れがある物品を携帯する者。  

（ ４ ）  前３ 号に掲げる者のほか、動物園の管理上支障があると 認められる行為をするおそ

れがある者。  

 

（ 入園料等の割引及び返還）  

第７  茶臼山動物園は、 小学校入学前の者の入園料を無料と するほか、 条例第12条の６ に

規定する入園料等の割引及び返還は次のと おり と する。  

（ １ ）  入園料の割引は別に定める｢長野市動物園施設利用料の割引・ 無料に関する事務取

扱基準｣第４ 条に準じ るものと する。  

（ ２ ）  茶臼山公園内移動用施設の割引は障害者基本法第二条に規定する障害者で、障害者

手帳を所持し ている者及びその介助者（ 手帳所持者１ 人につき介助者１ 人。車イス

は２ 人） と する。  

（ ３ ）  入園者の責に帰するこ と の出来ない理由により 、 入園前に入園を取り 消し た時は、

全額還付する。  

（ ４ ）  その他市長が認めた場合。  

２  城山分園遊戯施設利用料の返還は次のと おり と する。  

（ １ ）  利用者の責に帰するこ と が出来ない理由により 施設の運転を中止し たと きは、その

施設利用料相当分の金額を返還する。  

（ ２ ）  その他市長が認めた場合。  

 

（ 報告）  

第８  毎月の施設の運営状況について、 茶臼山動物園においては「 入園者数状況」、「 管理

日報と り まと め表」、「 入園料収入状況報告書」、「 展示動物異動報告書」、「 展示動物数報

告書」、「 購入飼料報告書」、「 モノ レール利用状況調書」 を、 城山分園においては「 入園

者数状況」、「 管理日報と り まと め表」、「 入園者数・ 遊具利用状況調書」、「 大型遊具検査

報告書」、「 展示動物異動報告書」、「 展示動物数報告書」、「 購入飼料報告書」 を翌月の10

日までに報告するものと する。  

 

（ 移動動物園の実施）  

第９  移動動物園の実施においては動物管理及び事故等に十分配慮を行う も のと する。   

 

（ 大型連休中等の無料シャ ト ルバス運行）  

第10 茶臼山動物園において、 大型連休中等来園者が多く 見込まれると きは、 Ｊ Ｒ 利用者

等に対し シャト ルバスを運行し 、 渋滞解消及び利用者の利便性の向上に努める。  

 

（ 日本水族館協会の業務）  

第11  日本動物園水族館協会に関する通常の業務、 事業を行う も のと する。  
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